
大野市災害救護計画

（急性期）

（平成２９年度）

大野市

大野市医師会



１ 総則

（１）目的

この災害救護計画は、「大野市地域防災計画」に基づき災害時の医療体制につ

いて整備を図ること、また、救護活動を円滑に実施することを目的とする。

（２）適用

本計画は、主として災害発生急性期（４８時間以内）の医療救護活動につい

て定めるものとする。

２ 救護の実施体制

（１）活動事項

災害によって多数の傷病者が発生したとき、また、市内の医療機関が被災し、

市民が医療を受けられなくなったときは、次のとおり被災者の迅速な救護を行

うこととする。

（２）救護班

①市の災害対策本部からの派遣要請により、医師会は、医師会救護班（１班

当たり医師１名及び看護師２名）を編成し、救護所（※大野市休日急患診療

所）に派遣する。

名称 活動事項

大野市医師会

医師会は、救護所において、救護所のコーディネートを行うほ

か、災害規模・地域の実態・疾病者の数などに応じて、救護所

に大野市医師会救護班を派遣し、救護活動を行う。

大野市
医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等救護

活動が円滑に実施できるように必要な措置を講じる。

大野市消防本部

救護所の要請に応じて、救急車両の配車、搬送を行い、収容可

能な医療機関の把握、災害拠点病院等の広域搬送の準備、防災

ヘリコプター等との連携を行う。

大野市消防団
地区自主防災組織と協力して、地域の被災者の疾病者を自家用

車、担架、リヤカー等により搬送等を行う。



②市は派遣された医師会救護班と共に救護班を編成する。

③医師会及び市は、救護所に配置する者を決めておき、連絡網が機能しない場

合においても、震度６弱以上の震災が発生した場合は、医師会会員及び市職

員は自主参集するものとする。

④救護班は、その救護所に参集した医師を班長として編成し、トリアージの

実施、疾病者に対する応急処置、カルテ等の作成、医薬品等の補給、死亡確

認・検案協力等を行う。

（３）救護所

①大野市休日急患診療所（全地区対象）

②救護所及び仮設救護所は、災害の規模、状況に応じて調整するものとする。

③救護所等には次の物品を配置する。

※仮設救護所を設けた拠点避難所に同様の備品がある場合はそれを活用する。

備品名 個数 備考

トリアージ用テント １

折りたたみ担架 １

移動式担架 ３

折りたたみ式アルミベッド ３

トリアージシート（４色） 各１

トリアージタッグ（５０枚） １

救護ベスト １０

応急救護セット ２

各シーネ（副木） １０



救急車、自家

用車等による

搬送

（４）搬送体制

自治会、家族等 →

担架、徒歩等

救急車、自家用車等による搬送 →

救急車、ヘリコプター

等による搬送 →

（５）医薬品等の調達

①救護所備蓄医薬品

〇市は、災害用医薬品については大野市休日急患診療所の医薬品を使用する。

〇市は、仮設救護所を設置した場合、救護に必要な医薬品を配置する。

②県備蓄医薬品

市は、発災後速やかに県に対し県備蓄医薬品の使用を要請するものとする。

③医療班員携行医薬品

医療班員は、自らが携行した医薬品等を使用する場合は、その使用した医

薬品等の費用について記録し、後日、市に請求するものとする。

④不足医薬品の調達

応急救護に必要な医薬品の在庫を確認し、不足が生じた場合は災害対策本部

に調達を依頼する。緊急な場合で連絡が可能な場合は直接発注することもで

きる。

救護所

負傷者発生場所

医療機関

災害拠点病院等



大野災害時救護所開設マニュアル

１ 目 的

このマニュアルは、大野市災害救護計画に基づき、救護所の開設について、

その開設手順等を示したものである。開設に当たっては、施設管理者と協力し、

迅速に救護所を立ち上げ、救護活動を実施する。

２ 救護所の設置

◎救護所名 大野市休日急患診療所

３ 救護所の責任者は健康長寿課長とする。

４ 救護所の業務内容

（１）傷病者の傷害程度の区分（トリアージ）

（２）後方医療施設への搬送の要否及び搬送順位の決定

（３）重症者に対する応急処置

（４）搬送困難な患者に対する医療の実施

（５）助産救護

（６）死亡の確認

５ 要 員

◎救護班

班 長 １人（大野市医師会の指名する医師）

看護師 ２人（指名された医師の所属看護師又は市の保健師及び看護師）

班 員 ２人（市職員又は赤十字奉仕団）

連絡員 ２人（市職員）

移送員 ４人（市職員又は随時雇人夫）

※医療活動は班長の指示に従って行動するものとする。

６ 開設及び運営の手順

（１） トリアージポストの設置

救護所（大野市休日急患診療所）からトリアージや救護に必要な物品を取

出し、トリアージポストを設置する。

・トリアージ用テントを設置し、トリアージ受付用イスを設置する。テントが
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嗚 呼

赤 赤

トリアージポスト

ない場合は、ブルーシートなどで場所を確保する。トリアージタグ及び必要

な事務用品を並べる。

・赤、黄、緑、黒のトリアージされた人の収容スペースを確保し、エリアの区

別がつくようにする。

【赤タグエリア】

迅速に災害拠点病院などに搬送するよう手配する者

【黄タグエリア】

赤タグ患者の搬送後に、適宜病院に搬送する者

【緑タグエリア】

症状悪化に備え、帰宅させずにしばらくの間収容する者

【黒タグエリア】

死亡者

（周囲から見えない場所に安置するスペースを確保し、運営員が付き添うなど

配慮して収容する。）

○トリアージポストの設置方法

※テント等を設置する。雨天の場合は、屋内設置を検討する。

（２） トリアージエリアの設置運営方法

トリアージした患者は、各色ごとのトリアージエリアに誘導し、応急処

置、搬送の優先順位を決めて優先順に行う。

トリアージ記録用黒板など ・血圧計、聴診器等

・事務用品

・トリアージタグ

受 ・記録用紙 等の準備

トリアージポスト

付

赤 黄 緑 黒
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（３） 必要備品等

・救護ボックス(医薬品・衛生材料)、救急箱、ＡＥＤ、マスク、手指消毒薬

・救護班用ビブス

・記録用紙（傷病者一覧表、災害時診察録等）、事務用品

・机、椅子、ベッド、毛布、布団、衝立

（４） 役割分担の指示

運営責任者は、救護班に対し、それぞれの分担業務を指示する。（備品

調達、テント設営、搬送準備、収容場所確保、患者受付、患者整理、聞き

取り等対応、搬送先等記録、救急車誘導、災害対策本部との通信確保等）

（５） 看板設置

救護所名を記した看板（紙でも可）を、救護所入口に提示する。

（６） 導線の確保

疾病者の流れが一方向になるように場所を確保する。

（７） 救急車の進入路の確保

救護に関係のない自動車を移動するなど、救急自動車等の通行に十分な

スペースを確保する。

（８） 搬送先の記録

医師の判断により赤タグの人から優先的に搬送し、救護班は搬送先等を

記録する。

（９） 応急処置の実施と記録

医師が搬送前の負傷者の応急処置をする間、救護班は、できる限り負傷

者の氏名や住所、年齢、症状等の情報を本人または周囲の者から聴き取り、

トリアージタグ及びカルテ等に記録する。

（１０） 不足医薬品の調達

負傷者の応急処置用医薬品等が不足したら、無線やＦＡＸ等で市の災

害対策本部へ連絡する。薬剤師が派遣されている場合は薬剤師の指示に

従い、薬剤師が不在の場合は医師の指示に従って報告する。
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（１１） 救護活動の補助

救護の手伝いをする者は、必ず救護班長（医師）の指示に従う。

（１２） 状況報告

運営責任者は、収容者の人数や状態、搬送の状況に関する情報等を災

害対策本部へ随時報告する。
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災害急性期の医薬品等について

○災害急性期に予想される傷病

多発外傷、熱傷、挫滅創、切創、打撲、骨折 等

必要性の高い医薬品 適応する傷病 留意事項等

医

薬

品

細胞外液補充液 大量出血、ショック

洗浄にも使用可

大量需要、保管難

点滴セットが同数必要

解熱鎮痛消炎剤

（小児用含む）

多発外傷、熱傷、捻滅創

切創、打撲、骨折 等

大量需要

常温保管可のものが適当

抗生物質製剤

（小児用含む）

多発外傷、二次感染予防、

各種感染症

大量需要、常温可

かさばる物が多いため保管難

滅菌消毒剤 各種外傷 大量需要、常温可

かさばる物が多いため保管難

外皮用薬 各種外傷、各種皮膚疾患 初期大量需要

常温可

止血剤 各種出血性疾患 初期大量需要

常温可

強心剤、昇圧剤 心不全等、低血圧 初期大量需要

常温可

湿布薬 打撲、筋肉痛、腰痛 初期には冷シップ

かさばるが保管は容易

常温可

殺菌消毒剤 外傷全般 初期に大量需要、常温可

希釈不要のもの

衛

生

材

料

ガーゼ、包帯、脱脂綿、

絆創膏 等

外傷全般 初期大量需要、常温可

セットが好ましい

医

療

機

器

輸血セット

翼付静脈針

細胞外液補充液投与時に必要
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災害時診察録

住所

氏名 男・女

生年月日 年 月 日（ 歳）

既往歴及び

現病歴

かかりつけ医

搬送先医療機関
受診歴 有 ・ 無

最終バイタル

時 分

血圧 体温 ℃

脈拍 Ｓｐ02

病状及び

受傷機転

主 訴

診療内容
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